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地域医療構想について
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事務連絡
平成2 9 年9月2 9 日

各都道府県衛生主管部（局）御中

厚生労働省医政局地域医療計画課

地域医療構想・病床機能報告における
回復期機能について



病床機能報告制度における回復期機能は、
「急性期を経過した患者への在宅復帰に向け
た医療やリハビリテーションを提供する機能」
を指すものであり、当該機能を主として担う病
棟が報告されるものである。

単に回復期リハビリテーション病棟入院料等を
算定している病棟のみを指すものではない。

（中略）

実際の病棟には様々な病期の患者が入院して
いる。



現時点では、全国的に回復期を担う病床が
大幅に不足し、必要な回復期医療を受けら
れない患者が多数生じている状況ではない
と考えている。

病床機能報告の集計結果と将来の病床の
必要量との単純な比較から、回復期機能を
担う病床が各構想区域で大幅に不足してい
るように誤解させる状況が生じていると想定
される。





新たな介護保険施設の創設

（名称）介護医療院

ただし、病院または診療所から新施設に転換した場合は、転換前の病院
または診療所の名称を引き続き使用できることとする。

（機能）要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生
活の世話（介護）」を一体的に提供する。

介護保険法上の介護保険施設だが、医療法上は医療提供施設として法
的に位置づける。

（開設主体）地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの
非営利法人等

現行の介護療養病床の経過措置期間については、6年間延長することと
し、平成35年度末までとする。
具体的な介護報酬、基準、転換支援策については、介護給付費分科会等
で検討。



















２０１７・９・２１

第２回 医師の働き方改革に関する検討会

今後の進め方

平成３０年１月中間整理

→医師需給分科会の議論に反映

※以降は、引き続き、具体的な医師の働き方改革
についての検討を行う。

平成３１年３月目途報告書とりまとめ



地域包括ケアシステムとは

２０２５年（平成３７年）を目途に、高齢
者の尊厳の保持と自立生活の支援の
目的のもとで、可能な限り住み慣れた
地域で、自分らしい暮らしを人生の最
期まで続けることができるよう、地域の
包括的な支援・サービス提供体制





医療・介護における地域とは？

介護保険・・・生活圏

市町村介護保険事業

（老人福祉圏域？）

都道府県介護保険事業支援計画

医療保険・・・二次医療圏

医療計画（都道府県）

地域包括ケアシステムの圏域は？

生活圏が基本単位



地域包括ケアシステムに必要な医療

• 訪問看護ステーション
• 在宅療養支援診療所
• 在宅療養支援病院（地域包括ケア病棟、等）
• 要介護高齢者を診療する医療機関
• 歯科診療所
• 薬局
• リハビリテーション（亜急性期、維持期）
• その他



地域包括ケアにおける病院の役割

1. 地域ケア会議への参加
2. 地域の医療・介護連携体制の構築
3. 地域連携専門部署の設置
4. 在宅・施設患者の急変時の入院受入
5. 在宅患者のレスパイト入院の受入
6. 往診・訪問診療の支援と実施
7. 地域包括ケアに関する病院の方針等の策定・公表
8. 地域包括ケアに係る行政の事業への協力






